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INFORMATION INFORMATION

下
水
道
工
事
の
お
知
ら
せ

　

下
水
道
施
設
電
気
改
築
更
新
工
事
に
伴
い
、

中
央
若
葉
町
の
豊
頃
町
農
業
協
同
組
合
付
近

の
交
差
点
部
（
町
道
育
素
多
45
号
線
）
町
道

を
、
電
線
管
布
設
の
た
め
、
片
側
交
互
通
行
、

場
合
に
よ
り
一
時
通
行
止
め
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

中
央
若
葉
町

期
間
▽
平
成
29
年
11
月
11
日
（
土
）
～
13
日

（
月
）
の
３
日
間
を
予
定
▽
時
間
▽
終
日

工事箇所

施
設
課
下
水
道
係
☎（
574
）２
２
１
５

く
ら
し
の
よ
ろ
ず
無
料
相
談
会

　

各
部
門
の
専
門
家
が
、
多
種
多
様
の
相
談

に
応
じ
る
「
く
ら
し
の
よ
ろ
ず
無
料
相
談
会
」

（
く
ら
し
の
よ
ろ
ず
無
料
相
談
会
実
行
委
員

会
主
催
）
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

遺
産
相
続
に
関
す
る
こ
と
、
相
続
税
の
仕

組
み
、
土
地
境
界
に
関
わ
る
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
、

幅
広
い
内
容
に
対
応
し
、
複
数
分
野
に
ま
た
が

る
相
談
も
各
専
門
家
が
協
力
し
て
ア
ド
バ
イ
ス

し
ま
す
。
当
日
直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

平
成
29
年
11
月
19
日
（
日
）
10
時
～
14
時

と
か
ち
プ
ラ
ザ
１
階
大
集
会
室
（
帯
広
市

西
４
条
南
13
丁
目
１
番
地
）

帯
広
商
工
会
議
所
☎
０
１
５
５（
25
）７
１
２
１

河
川
敷
地
内
の
樹
木
を
活
用
し
ま
せ
ん
か
？

～
樹
木
の
採
取
希
望
者
を
募
集
し
ま
す
～

　

帯
広
開
発
建
設
部
池
田
河
川
事
務
所
で
は
、

資
源
の
有
効
利
用
の
観
点
か
ら
、
十
勝
川
の

河
川
敷
地
内
の
樹
木
採
取
を
し
て
い
た
だ
け

る
企
業
や
団
体
、
住
民
を
広
く
募
集
し
「
公

募
型
樹
木
等
伐
採
」
を
昨
年
度
に
引
き
続
き

試
行
し
ま
す
。
採
取
し
た
樹
木
等
は
、
自
家

消
費
な
ど
の
制
約
は
な
く
バ
イ
オ
マ
ス
燃
料
や

チ
ッ
プ
原
材
料
と
し
て
の
活
用
、
樹
木
加
工
・

販
売
な
ど
の
営
利
目
的
の
使
用
な
ど
、
採
取

者
の
判
断
で
利
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

伐
採
期
間
▽
平
成
29
年
10
月
３
日
（
火
）
～

平
成
30
年
4
月
27
日
（
金
）

伐
採
場
所
▽
豊
頃
町
旅
古
来
地
区
・
浦
幌
町

愛
牛
地
区
の
河
川
敷

申
込
期
限
▽
平
成
30
年
３
月
23
日
（
金
）
▽

申
込
方
法
▽
応
募
様
式
を
帯
広
開
発
建
設
部

池
田
河
川
事
務
所
ま
で
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た

は
持
参
く
だ
さ
い
。

住
所
等
▽
〒
０
８
３‐０
０
３
２
中
川
郡
池
田
町

字
利
別
東
町

０
１
５（
572
）２
６
６
１（
平
日
８
時

30
分
～
17
時
15
分
）

０
１
５（
572
）４
４
７
５

応
募
資
格
等
帯
広
開
発
建
設
部
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
参
加
者
募
集
要
項
（
募

集
要
項
の
ほ
か
、
参
加
申
込
書
、
詳
細
図
面

も
掲
載
）
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

http://w
w

w
.hkd.m

lit.go.jp/release/
rfqnf000000008wk-att/fns6al000000c7u1.pdf

※
応
募
要
項
、
応
募
様
式
に
つ
い
て
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
い
た
だ
く
ほ
か
、

池
田
河
川
事
務
所
で
も
配
布
し
て
い
ま
す
。

　

池
田
河
川
事
務
所
で
は
、
昨
年
の
洪
水
に

よ
り
発
生
し
た
流
木
の
無
償
提
供
も
行
っ
て

い
ま
す
。こ
ち
ら
も
現
在
公
募
中
で
す
の
で
、

ご
興
味
の
あ
る
方
は
池
田
河
川
事
務
所
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

帯
広
開
発
建
設
部
池
田
河
川
事
務
所
維
持

補
修
係
☎
０
１
５
（
572
）
２
６
６
１

土
地
や
建
物
の
登
記
は
お
済
で

す
か
？

　

法
務
局
で
取
り
扱
っ
て
い
る「
不
動
産
登
記
」

は
、
大
切
な
財
産
で
あ
る
土
地
や
建
物
の
状
態

（
所
在
、
面
積
な
ど
）、
所
有
者
や
債
権
者
の

住
所
氏
名
な
ど
を
記
録
し
、
一
般
に
公
開
す
る

こ
と
に
よ
り
取
引
の
安
全
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
ま
す
が
、
土
地
や
建
物
の
所
有
者
が
死

亡
し
た
と
き
や
建
物
を
増
築
し
た
と
き
な
ど
に

は
、
登
記
を
申
請
し
な
け
れ
ば
登
記
記
録
の

内
容
は
変
更
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

登
記
手
続
き
は
ご
自
身
で
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
が
、
所
有
者
な
ど
か
ら
依
頼
を
受
け
、
登

記
の
申
請
を
代
理
し
て
行
う
専
門
家
と
し
て
、

「
司
法
書
士
」「
土
地
家
屋
調
査
士
」
が
い
ま
す
。

　

司
法
書
士
は
所
有
権
の
移
転
や
抵
当
権
の
抹

消
な
ど
に
関
す
る
登
記
の
申
請
代
理
を
、
土
地

家
屋
調
査
士
は
建
物
の
新
築
や
土
地
の
分
筆
な

ど
に
関
す
る
登
記
の
申
請
代
理
を
行
い
ま
す
。

　

登
記
手
続
に
つい
て
お
知
り
に
な
り
た
い
こ
と
が

あ
る
と
き
は
、
法
務
局
又
は
司
法
書
士
・
土
地
家

屋
調
査
士
へ
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
釧
路
地
方
法
務
局
本
局
☎
０
１
５
４

（
31
）
５
０
２
０
▽
釧
路
地
方
法
務
局

帯
広
支
局
☎
０
１
５
５
（
24
）
５
８
３
７

houm
ukyoku.m

oj.go.jp/kushiro/index.
htm

l

▽
釧
路
司
法
書
士
会
☎
０
１
５
４
（
41
）

８
３
３
２
▽

kushiro-s.jpn.org

▽
釧
路
土
地

家
屋
調
査
士
会
☎
０
１
５
４
（
41
）
３
４
６
３
▽

w
w

w
.kushiro-chosashi.jp/index.htm

l

殺
そ
剤
空
中
散
布
実
施
の
お
知
ら
せ

森
林
に
食
害
を
及
ぼ
す
野
ね
ず
み
の
駆
除

を
目
的
と
し
て
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
殺

そ
剤
の
空
中
散
布
を
実
施
し
ま
す
の
で
、
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

散
布
日
時
▽
11
月
1
日（
水
）か
ら
11
月
10
日（
金
）

ま
で
の
う
ち
３
日
間
。
時
間
は
お
お
む
ね
午
前

９
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で
。
※
天
候
等
に
よ
り

日
程
が
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

散
布
区
域
▽
豊
頃
町
一
円
（
針
葉
樹
：
１
年

生
～
25
年
生
）
▽
面
積
＝
１
６
８
０
ha

殺
そ
剤
▽
リ
ン
化
亜
鉛
１
％
粒
剤
で
、
農
薬
取
締
法
に

よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
農
薬
▽
散
布
量
＝
１
３
４
４
kg

実
施
者
▽
豊
頃
町
▽
十
勝
広
域
森
林
組
合
豊

頃
事
業
所
▽
北
海
道
ニッ
タ
（
株
）
▽
十
勝
総

合
振
興
局
森
林
室

▽
役
場
産
業
課
林
政
係
☎（
574
）２
２
１
７
▽
十

勝
広
域
森
林
組
合
豊
頃
事
業
所
☎（
574
）２
１
２
６

▽
北
海
道
ニ
ッ
タ（
株
）☎
０
１
５
５
（
54
）２
２
０
６

▽
十
勝
総
合
振
興
局
森
林
室
☎（
576
）２
１
６
５

広
報
と
よ
こ
ろ

議
会
だ
よ
り

▽
そ
の
他

役
場
だ
よ
り

津
波
防
災
の
日
に
つ
い
て

　

毎
年
11
月
５
日
は
「
津
波
防
災
の
日
」
で

す
。
こ
の
日
は
、
東
日
本
大
震
災
の
発
生
を

受
け
、
国
民
の
津
波
対
策
へ
の
理
解
と
関
心

を
深
め
る
た
め
、
平
成
23
年
に
定
め
ら
れ
ま

し
た
。
今
か
ら
約
１
６
０
年
前
の
11
月
５
日

に
発
生
し
た
安
政
南
海
地
震
で
現
在
の
和
歌

山
県
を
津
波
が
襲
っ
た
と
き
、
住
民
の
一
人

が
稲
む
ら
に
火
を
つ
け
て
村
人
を
避
難
誘
導

し
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

　

突
然
や
っ
て
く
る
地
震
・
津
波
か
ら
身
を

守
る
た
め
に
は
、
普
段
か
ら
の
備
え
を
し
っ

か
り
持
つ
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
「
家
族
が
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ

た
と
き
の
集
ま
る
場
所
や
連
絡
の
方
法
」「
自

治
体
が
指
定
し
て
い
る
避
難
場
所
・
施
設
」「
災

害
時
に
持
ち
出
す
家
の
大
切
な
も
の
」
な
ど

を
家
族
全
員
で
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

池
田
警
察
署
☎
０
１
５
（
572
）
０
１
１
０

■お誕生（ 9 月 20日～ 10 月 19日届出分）

名　　前 性別 親 住　　所

遠
え ん ど う

藤 維
ゆ い と

人 く 
　ん 男 亘・麻美 茂岩栄町

豊
と よ さ か

榮 花
は な

奈 ちゃ
ん 女 良幸・葉月 豊頃南町

■おくやみ（ 9 月 20日～ 10 月 19日届出分）

名　　前 年齢 死亡年月日 住　　所
内海 利惠子 さ

ん 85歳 29. 9.30 茂　　岩

鳴海 　　傳 さ
ん 65歳 29.10.17 豊頃南町

■寄附
住　　所 名　　前 目　　的

【町寄附分】
大 阪 府 森 㟢 重 則 様 ふるさと振興のため

幕 別 町 内 海 政 敏 様 ふるさと振興のため
【社会福祉協議会寄附分】

とよころ産業まつり実行委員会 様 社会福祉増進のため

茂岩本町 濱 口 進 開 様 社会福祉増進のため

ECO！エコ！もったいない運動 様 廃品回収の換金分を社会福祉増進のため

休日救急診療当番医について

　当番医制度は、あくまでも「急病患
者さん」のためのものです。いわゆる

「夜間診療所」という意味での当番医
制度ではありません。

～急病についての問合せ先～
◆発熱や腹痛などの初期救急が必要
なとき、受診できる医療機関をお知ら
せします。

【帯広市急病テレホンセンター】
0155‐26‐1099（フリーダイヤル）

▽年中無休・24 時間対応
【北海道救急医療情報案内センター】

0120‐20‐8699（フリーダイヤル）
011‐221‐8699（携帯電話 /PHS）
http://www.qq.pref.hokkaido.jp/

▽年中無休・24 時間対応
豊頃消防署 （574）2310

豊頃医院・歯科診療所
『休診日のお知らせ』

●豊頃医院
日曜祝日、金曜日午後（第 2・第 4）、土
曜日（第 2・第 4）は、休診日です。
11月は10日、24日の午後、及び11日、25日
が休診日です。

●歯科診療所
日曜祝日、土曜日（第 2・第 4）は、休診
日です。
11月は11日、25日が休診日です。また、
16日午後が臨時休診日になります。
夜間診療日（毎週水曜日）※事前予約
が必要になります。

広
報
と
よ
こ
ろ

議
会
だ
よ
り

役
場
だ
よ
り

▽
そ
の
他
▽
お
誕
生
・
お
く
や
み
・
寄
附

町有バス及びコミュニティバスの運行に係る
J アラート（全国瞬時警報システム）発令時
の対応について

　町では、弾道ミサイル情報や緊急地震速報など政府から伝達
される J アラート（全国瞬時警報システム）により緊急情報を
受信した場合、乗客の安全確保を最優先として、次のとおり対
応します。
　ご不便・ご迷惑をおかけいたしますがご理解とご協力をお願
いいたします。

J アラートが発令された場合

○運行前に J アラートが発令された場合は、政府からの情報に
より、安全が確保されるまでは運行を見合わせます。

○運行中については、ただちに安全が確保できる場所に停車し、
政府情報により安全が確認されてから運行を再開します。

○運行状況の確認は、町有バスについては住民課生活環境係（☎
（574）2213）または町有バス運行状況案内専用ダイヤル（☎

080-6065-7693）に、コミュニティバスについては住民課生
活環境係（☎（574）2213）にお尋ねください。

○ J アラートの発令により、列車等の接続時間に間に合わない
場合がありますので、予めご了承ください。

問い合わせ　住民課生活環境係　☎（574）2213


